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第１章 計画策定にあたって 
 

１ 計画策定の背景・趣旨 

「みんなが健やかで心豊かに生活できる活力あるまち」を目指し、本市が「元気はつらつ大和高

田 21計画」を策定してから今年で 22年の年月が経過しました。 

この間、本市では、急激な社会情勢の変化に対応して、市民の健康に関する各種施策を推進して

きました。 

健康づくりの推進としては、平成 28 年(2016 年)に、①健康寿命の延伸、②あらゆる年代の健や

かな暮らしを支える良好な社会環境の構築、③健康格差の縮小の実現の３つの目標を掲げた「第２

次元気はつらつ大和高田 21 計画」を策定し、令和３年(2021 年)には、計画の中間評価を行ってい

ます。 

また、食育の推進としては、平成 22 年(2010 年)に「大和高田市食育推進計画」を策定し、①食

を楽しみ、食を大切にする気持ちを持つ、②食を通じて、良い生活習慣を身につける、③性別・年

代に関わらず料理ができる力を身につける、④身近な食文化や食の歴史に関心を持つの４つの目標

を掲げた「第２次大和高田市食育推進計画」を、「第２次元気はつらつ大和高田 21計画」と一体的

に策定しています。 

さらに、自殺対策の推進としては、平成 31 年(2019 年)３月に「大和高田市いのち支える自殺対

策計画」を策定し、「第２次元気はつらつ大和高田 21計画」との整合性に留意し、自殺対策に関連

する他の計画と連携を図りながら推進してきました。 

最後に、切れ目のない子育て支援としては、平成 14 年(2002 年)には本市の母子保健計画である

「みんなで子育て大和高田 21計画」を策定し、平成 19年(2007年)には「元気はつらつ大和高田 21

計画」に統合。これ以降本市は、母子保健に関する施策と市民の健康に関する施策を一体的に推進

するようになりました。 

しかしながら、近い将来の我が国においては、少子化・高齢化による総人口・生産年齢人口の減

少、独居世帯の増加、女性の社会進出、労働移動の円滑化、仕事と育児・介護との両立、多様な働

き方の広まり、高齢者の就労拡大などによる社会の多様化、あらゆる分野におけるデジタルトラン

スフォーメーション（ＤＸ）の加速、次なる新興感染症も見据えた新しい生活様式への対応の進展

などの社会情勢の変化が予想され、市民の健康に関する各種施策の抜本的な見直しが求められてい

ます。 

また、令和７年度(2025 年度)に「第２次元気はつらつ大和高田 21 計画」が計画期間の満了を迎

えるため、国や県の動向を踏まえて、本市においても市民の健康に関する各種施策の見直しを行っ

た結果、「大和高田市いのち支える自殺対策計画」を一体化する計画として新たに加えて、市民の健

康に関する施策を横断的かつ総合的に推進するため、「第３次元気はつらつ大和高田 21計画」を策

定するに至りました。 

本計画では、妊娠・出産から高齢期に至るまでのライフステージごとの健康に関するさまざまな

課題に着目し、市民自らが主体的な健康づくりを進めるとともに、市民、事業者、そして、市が連

携した取り組みを進めていきます。 
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【近年の市民の健康に関する各種施策における国・県の動向】 

健
康
づ
く
り
の
推
進 

国
の
動
向 

令和５年(2023年)５月に「国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的

な方針」を全面改正し、令和６年度(2024年度)から令和17年度(2035年度)までを計

画年度とする「21世紀における第３次国民健康づくり運動(健康日本21(第３次))」

の推進を決定。 

この計画では「すべての国民が健やかで心豊かに生活できる持続可能な社会の実

現」を計画のビジョンに掲げ、その実現のため、健康寿命の延伸と健康格差の縮小

の実現に向けて、生活習慣病の発症予防と重病化予防を図るとともに、社会生活を

営むために必要な機能の維持及び向上を目指し、ライフコースに応じた栄養・食生

活、身体活動・運動、休養、飲酒、喫煙及び歯・口腔の健康に関する生活習慣及び

社会環境の改善に取り組むことを目標としている。 

県
の
動
向 

令和６年(2024年)３月に「なら健康長寿基本計画（第２期）」を策定。 

この計画では、「誰もが生涯を通して健康で自分らしく心豊かに暮らすことで、

健康寿命を男女とも日本一にする」ことを目指す姿として、要介護状態とならない

ための予防と機能維持・向上のための取り組みの推進、県民の健康づくりを支える

社会環境の整備や県民が生涯を通じて健康づくりに取り組む体制の構築に向けて、

３つの基本的方向性と５つの施策の柱を定め、各分野の施策を展開している。 

食
育
の
推
進 

国
の
動
向 

平成17年(2005年)に「食育基本法」を制定。「食育」を「生きる上での基本であっ

て、知育、徳育及び体育の基礎となるべきもの」と位置づけた。 

令和３年(2021年)には、令和３年度(2021年度)から令和７年度(2025年度)までを

計画年度とする「第４次食育推進基本計画」を策定。①生涯を通じた心身の健康を

支える食育の推進、②持続可能な食を支える食育の推進、③「新たな日常」やデジ

タル化に対応した食育の推進に重点をおいた取り組みを求めている。 

県
の
動
向 

令和６年(2024年)３月に「第４期奈良県食育推進計画」を策定。 

この計画では、「「食」を通して健全な心身を培い、豊かな人間性を育む」を基本

理念とし、「県民が健康的な食習慣を修得し、実践できる」「子どもが「食」と「健

康」に関心をもち、健康的な食生活を実践できる」「県民が県産農畜水産物に関心

をもち、消費拡大が進む」「県民が「食」や「食の安全」に関する知識と理解を深

め、自らの食生活を適切に判断、選択できる」の４点を目指す姿として掲げている。 

自
殺
対
策
の
推
進 

国
の
動
向 

平成18年(2006年)に「自殺対策基本法」を制定。 

制定以降、全国での自殺者数は減少しているものの、依然として自殺死亡率は先

進国の中で高い水準にある。また、新型コロナウイルス感染症のまん延により自殺

の要因となり得るさまざまな問題が悪化したことなどにより、女性や小中高生の自

殺者が増えており、特に小中高生の自殺者数は過去２番目の水準となっている。こ

うした現状を踏まえて、令和４年(2022年)に「自殺総合対策大綱」が改定された。 

県
の
動
向 

令和５年(2023年)に「奈良県自殺対策計画（第２次）」を策定。 

この計画では、①児童・生徒の自殺予防教育の推進、②女性への対策、③自殺未

遂者の再度の自殺企図を防ぐ、④保健、医療、福祉、教育、労働その他の関連施策

の連携強化、⑤地域の実情に応じた自殺対策の推進が計画の重点施策とされてい

る。 
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切
れ
目
の
な
い
子
育
て
支
援 

国
の
動
向 

平成30年(2018年)には「成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必

要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律(成

育基本法)」を制定。出生から始まり、新生児期から思春期に至るまでの成育過程

にある者等に対して、必要となる成育医療等(乳幼児や妊産婦等への健康診査の適

切な実施等)を切れ目なく提供するための施策を講ずるとしている。 

令和５年度(2023年度)年以降は、母子保健の国民運動である「健やか親子21」を

同法に基づく成育医療等基本方針による国民運動として位置づけ、医療、保健、教

育、福祉等のより幅広い取り組みを推進するとした。 

県
の
動
向 

令和６年(2024年)には「第８次奈良県保健医療計画」を策定。国の成育医療等基

本方針を踏まえ、取り組むべき施策としては、①妊産婦等への保健施策、②乳幼児

期における保健施策、③学童期及び思春期における保健対策、④生涯にわたる保健

施策、⑤子育てやこどもを育てる家庭への支援、⑥疾病や障害をもつこどもとその

家族に寄り添う支援を掲げており、達成すべき具体的な数値目標も示されている。 
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２ 計画の位置づけ 

本計画は、健康増進法に基づく「市町村健康増進計画＊」、食育基本法に基づく「市町村食育推進

計画」、自殺対策基本法に基づく「市町村自殺対策計画」の３つの計画を一体的に策定することによ

り、市民の健康に関する施策を横断的かつ総合的に推進するための計画です。 

本計画の策定にあたっては、国・奈良県が策定する関連計画や、大和高田市まちづくりの指針【令

和５年度改訂】をはじめ、本市における各種関連計画との整合性を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊当該計画には、成育基本法に基づく成育医療等基本方針を踏まえて策定する母子保健計画を含みます。 

 

３ 計画の期間 

本計画の計画期間は、令和８年度(2026 年度)から令和 17 年度(2035 年度)までの 10 年間とし、

中間年である令和 12 年度(2030 年度)において評価を行い、その間の社会経済情勢や地域社会の変

化等を踏まえ、必要に応じて計画の見直しを行います。 

なお、国や県の計画の変更、社会情勢の変化等により計画の変更が必要となった場合には、随時

計画の見直しを行います。 

令 和 

８年度 

令 和 

９年度 

令 和 

10 年度 

令 和 

11年度 

令 和 

12年度 

令 和 

13年度 

令 和 

14年度 

令 和 

15年度 

令 和 

16年度 

令 和 

17年度 

(2026) (2027) (2028) (2029) (2030) (2031) (2032) (2033) (2034) (2035) 
          

第３次元気はつらつ大和高田２１ 

    ▲ 
中間評価 

     

大和高田市まちづくりの指針【令和５年度改訂】 

第３次元気はつらつ大和高田２１ 
《市の関連計画》 

●大和高田市地域福祉計画 

●子ども・子育て支援事業計画 

●高齢者保健福祉計画・介護保険

事業計画 

●障害者福祉基本計画・障害福祉

計画・障害児福祉計画 

など 

健康日本 21（第３次）          なら健康長寿基本計画（第２期） 
（令和６～17 年度）               （令和６～17 年度） 

食育推進基本計画（第４次）        第４期奈良県食育推進計画 
（令和３～７年度）               （令和６～11 年度） 

自殺対策基本法・自殺総合対策大綱     奈良県自殺対策計画（第２次） 
 

健康増進 

計画＊ 
食育推進 

計画 
自殺対策 

計画 

国 県 

補完 補完 
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４ 計画の策定体制 
 

（１）大和高田市健康づくり推進協議会での審議 

本計画の策定にあたり、市民、学識経験者、関係団体の代表などで構成された「大和高田市健康

づくり推進協議会」及び各専門部会などにおいて、これまでの事業や取り組みについての評価、健

康づくり・食育推進・自殺対策・切れ目のない子育て支援に関する現状や課題の整理とともに、課

題解決に向けての取り組みについて検討しました。 

 

（２）健康づくりアンケート調査の実施 

本計画の策定にあたり、市民の健康づくりに関する意識やニーズ、動向などを把握するため、乳

幼児の両親である就学前保護者、小・中学生、16 歳から 89 歳までの一般市民を対象にした健康づ

くりアンケート調査を以下のとおり実施しました。 

＜実施期間＞ 令和７年(2025年)２月 21日（金）から令和７年(2025年)３月 26日（水）まで 

対象（無作為抽出） 対象者数 回収数 回収率 方法 

①就学前児童保護者 1,000 434 43.4％ 

郵送配布－郵送・ＷＥＢ
（インターネット）回収 

②小学生・中学生 1,200 467 38.9％ 

③一般市民（16歳～89歳） 1,800 627 34.8％ 

 

（３）パブリックコメントの実施 

計画素案の段階で市民等から幅広く意見を募り、計画へ反映するため、計画素案に対するパブリ

ックコメントを以下のとおり実施しました。 

＜募集期間＞ 令和８年(2026年)１月８日（木）から令和８年(2026年)１月 28日（水）まで 

＜公表方法＞ 計画資料の市ホームページへの掲載、市役所及び市保健センターへの配架 

＜意見者数＞ ２名 

＜意見件数＞ ２件 


